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宇和島市こども計画策定支援業務仕様書 

 

１．業務名 

宇和島市こども計画策定支援業務 

 

２．目的 

令和 5年 4月にこども基本法が施行され、同法第 10 条第 2項において「市町村こども

計画」の策定が努力義務化された。また、同法第 11 条において、こども施策を策定・実

施・評価するにあたってはこども又はこどもを養育する者その他の関係者の意見を反映

させるために必要な措置を講ずるものとされている。 

これを受け、本業務ではこどもの意見聴取を行い、国のこども大綱及び愛媛県のこど

も計画を勘案した「宇和島市こども計画」を策定することを目的とする。 

 

３．業務期間 

契約締結日の翌日から令和９年３月３１日 

 

４．一体的に策定する計画（事項） 

・子ども・若者計画（子ども・若者育成支援推進法第九条に基づく計画） 

・こどもの貧困の解消に向けた対策推進計画（こどもの貧困の解消に向けた対策の推進

に関する法律第十条第二項に基づく計画） 

・少子化社会対策基本法第四条に基づく少子化に対処するための施策 

 

５．業務内容 

（１）少子化対策に関するニーズ調査の実施 

  以下の項目例を踏まえながら、効果的な少子化対策の実施に向けて、住民の少子化対

策に関する意向などを把握ができるニーズ調査内容を市への説明のうえ実施し、計画案

へ反映する。 

（項目例） 

ア 結婚・出産等に関する意識について 

イ 子育てをする上での課題について 

ウ 少子化対策として行政に力を入れてほしいことについて 

エ こどもの貧困に関する意識について 

 

（２）こどもの意見聴取の実施 

こども施策の検討及びこども計画策定のための基礎資料とするため、こどもの意見聴

取の手法として高校生ワークショップを実施し、結果を報告書及び庁内会議の資料とし

て使用できるようとりまとめる。 
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【高校生ワークショップの実施概要】 

実施対象 市内在住の高校生 

実施回数 1 回を想定 

実施内容 
受託者は、市の施策や普段の生活で感じること、将来への希望な

どについてあらかじめテーマを定めてワークショップを実施。 

 

（３）関係団体等に対する調査 

保健福祉関係や、子ども・子育て支援、教育関係団体等の現状や意向を把握し、今後の

施策方針や連携体制を検討するため、約 10～30 団体を対象にシート調査を実施し、結果

のとりまとめを行う。 

 

（４）現状の分析と課題の整理 

（１）～（３）の調査結果・意見聴取内容及び現行の「第３期子ども・子育て支援事業

計画」の取組への評価などを整理し、宇和島市の子ども・子育て支援やこども施策に関わ

る課題を抽出する。 

 

（５）計画骨子案・素案の作成 

計画の構成、施策体系等の検討を行い、こどもの意見等を反映した計画案を作成する。 

 

（６）こどもの意見聴取結果のフィードバック資料作成 

ワークショップにより聴取したこどもの意見を、どのように計画に反映させることに

なったのか、周知するための概要資料を作成する。 

 

（７）パブリックコメントの実施支援 

計画素案についてのパブリックコメントを実施するにあたり、実施方法やとりまとめ

に関するアドバイスを行う。 

 

（８）会議の運営支援 

宇和島市の子ども・子育て会議（４回程度）の運営について、会議資料を作成するとと

もに、必要に応じて出席し、協議事項に関するアドバイスや議事要旨の作成、計画への反

映を行う。 

 

（９）こども施策に関する各種情報提供支援 

こども施策に関する動向は日々目まぐるしく変化しており、本計画は国の方針を鑑み

ながら策定することが必要である。厚生労働省や内閣府（こども家庭庁）等から指針の公

表や会議の開催が行われた際には、公表内容の要約版を作成して宇和島市に提供すると

ともに、調査手法や分析方法を検討する。 
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（10）法律や制度などの動向に関する情報提供 

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和 6年法律第 47 号）による法改正 

のうち、以下に掲げる事項について、関係法令の概要や条文等、例規整備の考え方や一般

的な整備例などの情報を提供する。 

（情報提供資料） 

・子ども・子育て支援制度関係の市町村例規に影響のある事項 

・令和 7年度での情報提供で扱っている国の内閣府令に改正があった場合の続報、モ 

デル条例の更新 

・3 歳以上の小規模保育所の開設が令和 8（2026）年 4 月から可能になることを受け、 

それに係る情報提供 

・子ども・子育て支援法に基づく指導監査に関する情報提供 

 

６．成果品 

・フィードバック概要資料（A4 判、８頁程度、墨１色刷）：データ一式 

・こども計画（A4 判、150 頁程度、表紙４色刷・本文墨１色刷）：100 部及びデータ納品 

・こども計画概要版（A4 判、８頁程度、４色刷）：500 部及びデータ納品 

・こども計画こども向け概要版（A4 判、４頁程度、４色刷）：データ納品 

・全国担当者会議等の資料要約版：１部及びデータ納品 

・子ども・子育て分野に関する法律改正資料：１部及びデータ納品 

・上記計画策定に関連する資料データ一式（CD-R） 

 

７．その他 

（１）受託者は、別紙「個人情報の取扱いに関する特記仕様書」を遵守し、委託者の情報

資産の安全性を確保するものとする。特に、本業務においてはアンケート調査等を実

施するため、個人情報の漏洩が起きないよう細心の注意を払うものとし、企業として

のセキュリティ管理システムが充分に確立されていることを証明しなければならない

ものとする。具体的には、情報セキュリティや個人情報保護等に関する公的資格であ

る JISQ27001（情報セキュリティマネジメントシステム）もしくは JISQ15001（プライ

バシーマーク取得）に審査登録がなされており、１回以上更新していること（法人認

定ではない担当者の個人資格は対象外）。 

 

（２）仕様書に記載されていない業務が発生した場合は、双方で協議し、対応の可否を含 

めて別途決定する。 

 

（３）この仕様書に定めるもののほか必要な事項が生じた場合は、その都度協議するもの

とする。 



個人情報の取扱いに関する特記仕様書  
 

（個人情報の保護に関する法令等の遵守） 

第１条 受託者（以下「乙」という。）は、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第

57号）、宇和島市（以下「甲」という。）の定める宇和島市個人情報の保護に関する法律

施行条例（令和４年条例第28号）、宇和島市情報セキュリティポリシー及び情報セキュリ

ティ実施手順の規定に基づき、本個人情報の取扱いに関する特記仕様書（以下「特記仕

様書」という。）に規定する事項を遵守しなければならない。 

（責任体制の整備）  
第２条 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制

を維持しなければならない。  
（作業責任者等の届出）  

第３条 乙は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面により甲

に報告しなければならない。  
２ 乙は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を変更する場合の手続きを、

甲と協議して定めなければならない。  
３ 乙は、作業責任者を変更する場合は、事前に書面により甲に申請し、その承認を得な

ければならない。  
４ 乙は、作業従事者を変更する場合は、事前に書面により甲に報告しなければならない。  
５ 作業責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しな

ければならない。  
６ 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、特記仕様書に定める事項を遵守しなければ

ならない。  
（取扱区域の特定）  

第４条 乙は、個人情報を取り扱う場所（以下「取扱区域」という。）を定め、業務の着手

前に書面により甲に報告しなければならない。  
２ 乙は、取扱区域を変更する場合は、事前に書面により甲に申請し、その承認を得なけ

ればならない。  
３ 乙は、甲の事務所内に取扱区域を設置する場合は、作業責任者及び作業従事者に対し

て、乙が発行する身分証明書を常時携帯させ、事業者名が分かるようにしなければなら

ない。  
 （教育の実施）  
第５条 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記仕様書にお

ける作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な事項に係る教

育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。  
２ 乙は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立

しなければならない。  
 （守秘義務）  
第６条 乙は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏ら

してはならない。契約期間満了後又は契約解除後においても、同様とする。  
２ 乙は、本委託業務に関わる作業責任者及び作業従事者に対して、秘密保持に関する誓

約書を提出させなければならない。  
 （再委託）  
第７条 乙は、本委託業務を第三者へ委託（以下「再委託」という。）してはならない。  

ただし、本委託業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、再委託先の名称、

再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先に



おける安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明

確にした上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を甲に申請し、その承認を得な

ければならない。  
２ 前項の場合において、乙は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとと

もに、甲に対して、再委託先の本委託業務に係る全ての行為及びその結果について責任

を負うものとする。  
３ 乙は、再委託先との本委託業務に係る契約において、再委託先が特記仕様書を遵守す

るために必要な事項を規定するとともに、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方

法について具体的に規定しなければならない。  
４ 乙は、再委託先に対して本委託業務を委託した場合は、その履行状況を管理及び監督

するとともに、甲の求めに応じて、管理及び監督の状況を甲に対して適宜報告しなけれ

ばならない。  
５ 乙は、再委託する場合には、漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、

提供先の利用目的、委託する業務の内容、個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、

必要に応じ、特定の個人を識別することができる記載の全部又は一部を削除し、又は別

の記号等に置き換える等の措置を講ずるものとする。  
６ 第１項から第５項までの規定は、再々委託を行う場合以降について、準用する。  

（派遣労働者等の利用時の措置）  
第８条 乙は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせ

る場合は、正社員以外の労働者においても、本契約に基づく一切の義務を遵守させなけ

ればならない。  
２ 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の本委託業務に係る全ての行為及びその結果

について責任を負うものとする。  
 （個人情報の管理）  
第９条 乙は、本委託業務において利用する個人情報を保持している間は、次の各号に定

めるところにより、当該個人情報の管理を行わなければならない。  
（１） 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に個人

情報を保管すること。  
（２） 甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち

出さないこと。  
（３） 個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと

同等以上の保護措置を施すこと。  
（４） 個人情報を複製又は複写しないこと。ただし、事前に甲の承認を受けた場合で

あって、業務を行う場所で、かつ業務に必要最小限の範囲で行うときは、この限りで

ない。  
（５） 個人情報を移送する場合においては、移送時の体制を明確にすること。  
（６） 個人情報を電子データで保管する場合においては、当該データが記録された媒

体及びそのバックアップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期

的に点検すること。  
（７） 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の利用者、保管場所その他

の個人情報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。  
（８） 個人情報の紛失、漏えい、改ざん、破損その他の事故（以下「個人情報の漏え

い等の事故」という。）を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこと。 
（９） 作業場所に、私用端末、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んで、個人

情報を扱う作業を行わせないこと。  
（10） 個人情報を利用する作業を行う端末に、個人情報の漏洩につながると考えられ

る業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。  



（11） 情報システムを利用する場合には、個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当

該個人情報へのアクセス状況を記録し、その記録を一定の期間保存すること。 

（12） 情報システムを利用する場合には、個人情報の秘匿性等その内容及び量に応じ

て、当該個人情報への不適切なアクセスの監視のため、必要な措置を講ずること。 

（13） 情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため、ファイアウォール

の設定による経路制御その他必要な措置を講ずること。 

（14） 不正プログラムによる個人情報の漏えい等の防止のため、ソフトウェアに関す

る公開された脆弱性の解消、把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置（導

入したソフトウェアを常に最新の状態に保つことを含む。）を講ずること。 

（15） 情報システムで取り扱う個人情報の重要度に応じて、入力原票と入力内容との

照合、処理前後の個人情報の内容の確認、既存の個人情報との照合等を行うこと。 

（16） 個人情報に係る情報システムの設計書、構成図等の文書について外部に知られ

ることがないよう、その保管、複製、廃棄等について必要な措置を講ずるものとする。 

（17） 端末の使用に当たっては、個人情報が第三者に閲覧されることがないよう、使

用状況に応じて情報システムからログオフを行うことを徹底する等の必要な措置を講

ずること。 

（18） 外部からの不正な侵入に備え、情報システム室等に施錠装置、警報装置及び監

視設備の設置等の措置を講ずること。 

  また、災害等に備え、情報システム室等に耐震、防火、防煙、防水等の必要な措置

を講ずるとともに、サーバ等の機器の予備電源の確保、配線の損傷防止等の措置を講

ずること。 

（19） 個人情報を取り扱い、又は情報システムを構築し、若しくは利用するに当たっ

ては、サイバーセキュリティ基本法第26条第１項第２号に掲げられたサイバーセキュ

リティに関する対策の基準等を参考として、取り扱う個人情報の性質等に照らして適

正なサイバーセキュリティの水準を確保すること。 

（提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止）  
第10条 乙は、本委託業務において利用する個人情報について、本委託業務以外の目的で

利用してはならない。また、甲に無断で第三者へ提供してはならない。  
 （受渡し） 

第11条 乙は、甲乙間の個人情報の受渡しに関しては、甲が指定した手段、日時及び場所

において行った上で、甲に個人情報の預り証を提出しなければならない。  
 （個人情報の返還又は廃棄）  
第12条 乙は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する個人情報について、

甲の指定した方法により、返還、消去又は廃棄を実施しなければならない。  
２ 乙は、本委託業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、事前に消去

又は廃棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を

書面により甲に申請し、その承諾を得なければならない。  
３ 乙は、個人情報の消去又は廃棄に際し甲から立会いを求められた場合は、これに応じ

なければならない。  
４ 乙は、本委託業務において利用する個人情報を廃棄する場合は、当該情報が記録され

た電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするために必要な

措置を講じなければならない。  
５ 乙は、個人情報の消去又は廃棄を行った場合においては、消去又は廃棄を行った日時、

担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により甲に対して報告しなければなら

ない。  
 （定期報告及び緊急時報告）  
第13条 乙は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めな



ければならない。  
２ 乙は、甲から、個人情報の安全管理措置や取扱状況等の遵守状況について報告を求

められた場合は、直ちに報告しなければならない。  
 （監査及び検査）  
第14条 甲は、本委託業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要

な措置が講じられているかどうかを検証及び確認するため、乙及び再委託先に対して、

監査及び検査を行うことができる。  
２ 甲は、前項の目的を達するため、乙及び再委託先に対して必要な情報を求め、又は本

委託業務の処理に関して必要な指示をすることができる。  
 （事故時の対応） 

第15条 乙は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故

の発生に係る帰責性の有無に関わらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報

の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、甲の指示に従わなけ

ればならない。  
２ 乙は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、甲その他の関係者との連絡、

証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止等の措置を迅速かつ適切に実施するために、

緊急時対応計画を定めなければならない。  
３ 甲は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて

当該事故に関する情報を公表することができる。  
 （契約解除）  
第16条 甲は、乙が特記仕様書に定める義務を履行しない場合は、本委託業務の全部又は

一部を解除することができる。  
２ 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、

その賠償を請求することはできないものとする。  
 （損害賠償）  
第17条 乙の故意又は過失を問わず、乙が特記仕様書の内容に違反し、又は怠ったことに

より、甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなけ

ればならない。 


